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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

① 令和７年３月から適用する
公共工事設計労務単価について
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（1）最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定

（2）時間外労働の上限規制への対応に必要な費用を反映

令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について

※「主要12職種」は通常、公共工事において広く一般的に従事されている職種

注）金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出

職種 全国平均値 令和６年度比 職種 全国平均値 令和６年度比

特 殊 作 業 員 27,035円 ＋５．６％ 運転手（一般） 24,605円 ＋５．４％

普 通 作 業 員 22,938円 ＋５．３％ 型 わ く 工 30,214円 ＋５．１％

軽 作 業 員 18,137円 ＋６．８％ 大 工 29,019円 ＋６．３％

と び 工 29,748円 ＋４．８％ 左 官 29,351円 ＋６．８％

鉄 筋 工 30,071円 ＋５．９％ 交通誘導警備員Ａ 17,931円 ＋５．７％

運転手（特殊） 28,092円 ＋５．０％ 交通誘導警備員Ｂ 15,752円 ＋５．７％

主要１２職種

全国

全 職 種 （24,852円） 令和６年３月比；＋６．０％

主要 1 2職種※ （23,237円） 令和６年３月比；＋５．６％

ポイント
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公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移

令和３年３月から適用する公共工事設計労務単価について令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 R06 R07 H24比

全  職  種 +15.1%→ +7.1% → +4.2%→ +4.9%→ +3.4%→ +2.8%→ +3.3%→ +2.5%→+1.2%→ +2.5%→ +5.2%→ +5.9% → +6.0% +85.8%

主要12職種+15.3%→ +6.9% → +3.1%→ +6.7%→ +2.6%→ +2.8%→ +3.7%→ +2.3%→+1.0%→ +3.0%→ +5.0%→ +6.2% → +5.6% +85.6%

参考：近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移

注1）金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和2年以降は令和2年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。
注3）伸び率は単純平均値より算出した。

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

１３年連続の上昇

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映を実施

（円）
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② 建設業団体との賃上げ等に関する車座
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日 時：令和7年2月14日 18:20～18:50

出席者：石破内閣総理大臣、赤澤新しい資本主義担当大臣、中野国土交通大臣、

       橘内閣官房副長官、青木内閣官房副長官、森内閣総理大臣補佐官、矢田総理補佐官

出席団体：日本建設業連合会 、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会

建設業団体との賃上げ等に関する車座（R7.2.14）

開催概要

 技能者の賃上げについて、（略） 民間工事も含め、「おおむね

６％の上昇」を目標とし、その達成のための取組を強力に推進す

ること、

 （生産性向上について、）（略）省力化投資促進プランも踏まえ、

各団体において、具体的な目標・期限を定めた計画を早急に策

定し、（略） 業種・職種に応じた効果的な取組を推進すること

を国土交通省と建設業団体との間で申し合わせ。

石破内閣総理大臣から、

 申合せをした目標の実現に向け、建設業法等の改正法の活用

や価格転嫁の取組、標準労務費の設定を進めるようお願いする

ほか、建設業が、「給与がよく、休暇が取れ、希望が持てる、かっ

こいい」新４Kの実現を目指して、全力で取り組んでまいりますと

の発言。
車座対話の様子

出典：官邸HP
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③ CCUSの能力評価を活用した
処遇改善に係る取組の拡大
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CCUSの能力評価等を活用した処遇改善の取組例

〇西松建設（東京）
協力会社の技能者を対象に、ＣＣＵＳレベルを考慮し認定される優良技能者制度を導入。
認定された役職に応じ、ＣＣＵＳの就業履歴の日数に基づき算出される手当を支給。

②大和ハウス工業（大阪）

協力会社の技能者を対象に、CCUSレベルと独自の能力評価
制度を組み合わせた手当を支給する「技能者キャリアアップ
制度」を導入。

〇鹿島建設
協力会社の技能者について、CCUSに登録している場合は、建退共掛金を全額負担。

〇清水建設

①谷脇組（北海道）

自社の技能者を対象に、CCUSレベルに応じた「キャリアアップ
手当」を導入。

４．建退共掛金負担

３．昇給・昇格の要件として活用

２．独自の評価・手当制度の要件等として活用１．レベルに応じた手当支給

〇竹中工務店

※役職認定には、CCUSレベルのほか、 資格や表彰実績等も考慮。

〇フクザワコーポレーション（長野）
自社の技能者の昇格基準として、CCUS
レベルを設定。

（役職制度）

（昇格基準）

（手当制度）

〇三井住友建設 等

（月額）

【その他実施している企業】
竹中工務店、淺沼組、大林組、大林道路、奥村組、熊谷組、
佐藤工業、大成建設、大成ロテック、大日本土木、東亜建設工業、
戸田建設、飛島建設、中山組、日本国土開発、橋本店、
長谷工コーポレーション、フジタ、富士ピー・エス、馬淵建設 等

【その他実施している企業】
新谷建設 村本建設 等
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④ 厚生労働省認定
職業能力検定「団体等検定」の活用
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外部労働市場に一定の通用力※を有する職業能力評価制度として、新たに団体等検定を創設（令和6年3月）
※合格者は一定の業界で採用・昇進の考慮要素となる、資格手当等の処遇に反映されることが期待される等

職業能力検定とは（１）

技能検定 団体等検定 認定社内検定

厚生労働大臣が労働者の技能を検定し、
これを公証する制度（技能士）

要件を満たす民間検定を厚生労働大臣
が認定※

※検定の枠組みを認定
（国家資格ではない）

要件を満たす社内検定を厚生労働大臣
が認定※

※検定の枠組みを認定
（国家資格ではない）

都道府県知事又は厚生労働大臣が指
定した民間団体が実施

民間団体・個別企業が独自に実施 民間団体・個別企業が独自に実施

・全国的に業界標準が確立された技能
・一定数の受検者が見込める職種
(概ね年間1000人以上)
・実施機関の雇用労働者以外も対象
・現在、131職種

・地場産業、成長分野など業界標準が
確立していない技能も対象
(検定の安定的な運営が見込まれる受
検者数であれば可)
・実施機関の雇用労働者以外も対象

・個別企業、団体において先進的・特有
の技能
・実施機関の雇用労働者のみが対象
(団体が実施する場合には会員企業の
労働者)
・現在46企業・団体、115職種認定

 ・学科試験＋実技試験により評価
 ・労働者のスキル向上を促すため、原則として複数等級

新

※令和6年12月24日 現場人材におけるスキル評価制度の構築のための関係省庁連絡会議（第１回）資料



○ 検定が直接営利を目的とするものでない
こと
○ 学科試験及び実技試験で行われ、客観的
かつ公正な基準に基づくものであること
○ 合格者については、企業として検定の合
否に応じた適切な処遇を実施するなど、
労働者の社会的評価の向上に資すると認
められるものであること

○ 全国統一的な技能評価が困難な地域的特
殊性の強い職種、または、成長分野など
必ずしも業界標準的な技能が確立してい
ない職種であること 等

○ 認定を受けた団体等検定は、「厚生労働省認定」の表示をすることができる。
○ 認定を受けた団体等検定の名称、対象職種の名称、事業主団体等の名称・所在地が厚生労働省のホーム
ページに公示される。

○ 団体等検定に係るスキルの習得講座を教育訓練給付制度の対象に追加することで、講座を受講する労働者
への支援を行う。

１ メリット

２.認定の基準 ３．認定までの流れ

（注）認定を受けている社内検定の場合は、さらに短期で団
体等検定の認定を受けることも可能。

団体等検定制度とは（２）

①  厚生労働省への認定申請
②  学識経験者からの意見聴取
③  厚生労働省での審査
④  認定決定
⑤ 厚生労働省のホームページに公示

○事前相談
○検定構築(試験基準の策定、試験問題作成等)

○トライアル試験実施

試
験
基
準
の
策
定
等
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
け
ば
、
７
ヶ
月
程
度
で

認
定
を
受
け
る
こ
と
も
可
能
（
注
）
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